
番号
事務局案に対する

ご意見
考え方 具体的な修正

1 多様な情報伝達の方法について記載してほしい。

区は、災害時の情報伝達手段として「防災行

政無線網」を整備するとともに、「高所カメ

ラ」、「衛星携帯電話」を区の出先機関等へ

設置しています。また、東京都は「東京都災

害情報システム」を各区市町村に整備してい

ます。区民向けとしては、「ホームページ」

「電子メール」「ツイッター」等を活用した

情報提供体制を整えています。こうした、多

様な情報伝達手段を整備していることを踏ま

え、修正します。

P22

以下の赤字部分を追記。

・多様な媒体による代替性のある情報伝達体制の強化

2

新宿駅周辺においては、ロシアによるウクライナ侵攻な

どを考えると、地下の核シェルター構想も同時に検討し

たほうが良い。

ミサイル攻撃等の爆風などから直接の被害を

軽減するための一時的な避難施設として、令

和４年5月に東京都が国民保護法に基づく緊

急一時避難施設として地下駅舎や地下道の指

定を行いました。区内では、地下駅舎11箇

所、地下道３か所が指定されています。災害

の種類に応じた避難場所への誘導について追

記しました。

P23

・高齢者等への避難指示などの迅速な対応、災害の種類に応じた避難場

所等への的確な誘導、円滑な避難所開設・運営等が実施できるよう、体

制整備を進めます。

資料３
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3
課題別戦略に、歴史的な樹木を次世代に引き継いでいく

という内容を入れてほしい。

都市マスタープランのP23

「２　まちの記憶を活かし、次世代に引き継

いでいく」の記載を参考に修正します。

P31

【背景】

・地形や自然環境、歴史や文化・芸術など多彩な魅力の発掘・創造・発

信により、区民のまちへの愛着と誇りを醸成します。

【重点的な取組み】

まちの記憶を活かした賑わいづくり

【ねらい】

・自然を感じながら憩い、回遊できる空間の形成

P33

３.まちの記憶を活かした賑わいづくり

4
「グリーンインフラ」の認知度が高まっているので、考

え方を取り入れてほしい。

「グリーンインフラ」を単なる都市防災だけ

ではなく、環境、生物多様性、景観、憩いの

場の創出といった多様な機能を持つものとし

て捉え、現行計画の記載を書き換えます。

P34

【背景】

・まとまったみどりの「七つの都市の森」、区の外周を囲む河川や緑地

である「水とみどりの環」、これらを結ぶ「風のみち（みどりの回

廊）」を、グリーインフラの整備により創出することが必要です。

【重点的な取組み】

居心地が良く快適なまちをつくるグリーンインフラ整備の推進

【ねらい】

・みどりの保全・拡充

・水辺空間の整備　など

P35

2.居心地が良く快適なまちをつくるグリーンインフラ整備の推進

・まとまったみどりの「七つの都市の森」、区の外周を囲む河川や緑地

である「水とみどりの環」、賑わい交流軸となる明治通り及び新宿通り

から中央通りにつながる「風のみち（みどりの回廊）」を、グリーイン

フラの整備により創出していきます。

5
デジタルサイネージについては、どこでも認めていくと

いう事ではないと思う。

景観まちづくり計画と整合を図り、「周辺環

境に配慮した」を追記します。その他の部分

も、より分かりやすい表現とするため、自主

修整します。

P30

以下の赤字部分を追記。

・地域の魅力を高めるためエリアマネジメントによる地域特性に応じた

屋外広告物や周辺環境に配慮したデジタルサイネージなどの活用を検討

します。
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6
ユニバーサルデザインについては、もっと積極的に進め

ていかなければならない。

各エリアには、それぞれ必要な箇所にユニ

バーサルデザインに関する記載を追加してい

ますが、課題別戦略の中で現在の取組みを強

調するため、重点的な取組みの「ねらい」を

修正します。

P28

【ねらい】

・誰もが円滑に移動できる都市空間づくり

・ユニバーサルデザインまちづくりの周知・普及啓発

7
今回の改定の視点である「感染症の拡大」への対応につ

いて、目出しして書いた方が良い。

ご意見を踏まえ、文頭に新型コロナウイルス

感染症の記載を追加しました。

P31

【背景】

・感染症の拡大により、安心して過ごせる「場」づくりがより一層求め

られています。

【重点的な取組み】

新型コロナウイルス等の感染症の拡大にも対応した、安心して快適に過

ごせる「場」づくりの推進

【ねらい】

・ゆとりあるオープンスペースの創出

・豊かな地域コミュニティの形成

・健康寿命の延伸

P32

2.新型コロナウイルス等の感染症の拡大にも対応した、安心して快適に

過ごせる「場」づくりの推進

8

神宮外苑・信濃町駅周辺エリアの戦略図において、歴史

的に重要な樹木がある部分に「樹木の保全」と記載して

もらいたい。

神宮外苑に塗ったみどりの凡例の説明に、景

観形成に関する重要な事項を記載します。

P56のみどりの凡例の説明を、「自然・歴史・文化を活かした景観形

成」に修正。

9

飯田橋駅東口周辺エリアについて、五差路の交差点と小

石川後楽園がもっと直接的につながった方が、地域の活

性化につながると思う。

飯田橋駅東口周辺エリアの戦略に、ご指摘の

小石川後楽園や外濠、神楽坂など周辺地域を

つなぐ、歩行者ネットワークに関する内容を

追記します。

P70

「b.来街者の多い神楽坂や外濠、小石川後楽園といった周辺地域をつな

ぎ回遊性を高める、歩行者ネットワークの形成を図ります。」を追加。
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10

・線路上空デッキ上のセントラルプラザについて、施設

を作るのではなく、公共空間として確保してほしい。

・東口広場は空間が狭いので、建物と一体的に公共的空

間を確保してほしい。

セントラルプラザについては、線路上空に広

場空間を誘導することを追記しました。

東口広場が狭いので、屋内空間も含めた公共

空間の確保が必要だというご意見について

は、駅前広場に面した建物内に駅の顔となる

公共的空間を誘導することを追記しました。

【新宿駅直近エリア】

P133

２.誰もがわかりやすい人中心の都市空間

➁多様な来街者に配慮した空間の形成

i.次世代ターミナルにふさわしい賑わいや憩いを生む新たな空間とし

て、線路上空に駅の核となる広場空間と、駅前広場に面した建物内に駅

の顔となる公共的空間を誘導します。

11

・新宿中央公園と新宿御苑をつなぐみどりの軸を各エリ

アに記載してほしい。

・街路樹の隙間から店舗が覗いている道路を人々が行き

交っているようなイメージで、道路を中心として考えてほ

しい。新宿御苑と新宿中央公園をつなぐ「風のみち」を

しっかり作ってほしい。

「新宿中央公園と新宿御苑をつなぐみどりの

軸」については、各エリアの状況に合わせて

それぞれ追記しました。

また、「風のみち」という話がありましたの

で、新宿駅西口エリアでは、都市マスP27の

「➂風の道（みどりの回廊）」の文章を引用

しています。新宿駅直近地区は、地区計画を

踏まえた記載としています。新宿駅東口地区

は、現行計画に記載が既にありましたので、

その内容を他のエリアに合わせて修正してい

ます。

【新宿駅直近エリア】

P133

n.新宿中央公園と新宿御苑をつなぐみどりの軸を、重層的な緑化により

創出します。また、屋上や壁面緑化等、多様な空間を活用した潤いのあ

るオープンスペースの創出を図ります。

【新宿駅東口エリア】

P141

p.新宿御苑と新宿中央公園をつなぐみどりの軸を、屋上緑化や壁面緑化

など、多層な空間を活用した、多様で視覚に訴えるみどりにより創出し

ます。

【新宿駅西口エリア】

P149

l.新宿中央公園と新宿御苑をつなぐみどりの軸を、緑陰のある街路樹の

整備や沿道建物の緑化により創出します。

12
写真については、エリア内又は区内の写真を使用してほ

しい。

13 区界の凡例がないので追加してほしい。

14
P27に「豊かなみどりの創造」についての指標を追加する

こと。

15

P32　「人に配慮した「場」づくりの推進」を「ウィズ・

コロナに対応した「場」づくりの推進」に修正するこ

と。

全体的に写真について、再検討しますが、区内に事例がないものは、区外の事例を使用する場合もあります。

区界の凡例を各ページに追記します。

こちらに掲載している指標は、達成度や進捗を確認するための指標ではなく、各戦略に対して参考となるものを掲載し

ています。そのため、「戦略ｆ　持続的に発展する都市の推進」については、二酸化炭素排出量の推移を掲載すること

が適切であると考えます。

「７」で対応済み
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16

P32　下から2行目「…道路や公園・広場などの公共空間

において、安全でゆとりのある空間をつくりだし、緑化

や景観形成に配慮し、地域特性や…」赤字部分を修正す

ること。

ご意見を踏まえ、修正します。

・P32下から2行目

「・区民が健康を意識せずとも身体を動かす機会が増え、誰もが健康的

な生活を送れるように、ウォーキング活動等を楽しめる「場」として、

道路や公園・広場などの公共空間において、安全でゆとりのある空間を

つくりだし、緑化や景観形成に配慮しながら、地域特性やまちの資源を

活かした魅力ある空間づくりを進めます。」赤字部分を追加・修正。

17
P33　「場」の概念整理が必要。「場」、道路空間、公

共空間、公開空地等が混在している。

18

P34　重点的な取り組み「豊かなみどりの創造と魅力あ

る公園等の整備の推進」というタイトルでは、新しさが

ありません。何を新宿区が目指すのか、不明です。部会

でも、指摘があったように、「グリーンインフラ」とい

う概念をつかうことが良い。

「➁　グリーンインフラの保全と創造

　ねらい：・歴史的に形成されてきたグリーンインフラ

を次世代に継承していきます。（例：新宿御苑、神宮外

苑、外濠、神田川崖線のみどり等）

・これらの基幹的グリーンインフラを結ぶ、みどりの

ネットワークを創出し、どこからでも、みどりに親しむ

ことのできるコミュニティのグリーンインフラを創り出

します。」に修正すること。

19

P51　神宮外苑・信濃町駅周辺エリア　まちづくりの歩み

「その一方で、国立競技場の建設に伴い、大量の樹木が

伐採され、聖徳記念絵画館を取り囲む歴史的に形成され

てきた「日本を代表するみどり」もまた、その多くが伐

採される危機に瀕しています。新宿区風致地区条例を遵

守し、環境の保全につとめ、かけがえのない日本を代表

する文化的緑地を次世代へと継承していきます。」赤字

部分を追記すること。

ここでの「場」については、地域のコミュニケーションやふれあいの「場」、ウォーキング活動を行う「場」、賑わい

や憩いの地域交流の「場」、事業活動の「場」など、色々な機能があるものと捉えています。

「４」で対応済み

エリア戦略全体として、「２　まちづくりの歩み」の部分には、市街地再開発事業や都市計画道路の進捗状況、地元の

まちづくり活動の状況を記載することとしています。

5 ページ



20

P51の写真は、渋谷区からの写真で、新宿区のエリアで

はない。聖徳記念絵画館前の芝生広場を中心とした写真

が最適である。

21

P52　主な課題

課題が宿泊機能、道路のバリアフリー、柵やフェンスな

ど、として記載されており、神宮外苑の抱える本質的課

題が書かれていない。あまりに矮小化した記述であり、

「まちづくり戦略プラン」の品格が問われる記述で、再

考が必要である。

「①神宮外苑地区は、大正15年に創建された日本を代表

する文化的空間です。国立競技場の建替えを契機とし

て、国内外から多くの人が訪れるスポーツ拠点となって

いますが、今後、秩父宮ラグビー場の移転、高層ビルの

建設などが計画されており、大量の樹木が伐採され、環

境や文化的景観に与える影響が大きな課題となっていま

す。」に修正すること。

「②神宮外苑地区には、豊富な歴史的みどりや重要文化

財として指定されている聖徳記念絵画館などがありま

す。新宿区のエリアは、日本で始めて制定された風致地

区の第一号であり、なかでも、聖徳記念絵画館周辺は、

もっとも重要な保全すべき風致地区Aとなっています。新

宿区に留まらず、国民の財産としての優れた風致を、如

何に守っていくかに重要な課題があります。」に修正す

ること。

➀については、P51「エリアの概要」に記載

があります。また、今後の内容については、

現在流動的なため、記載することが困難であ

ると考えております。

➁の記載については、ご指摘を踏まえて修正

します。また、景観の変化への対応や都市の

風致の維持の懸念について、既に記載してい

ます。

P52

「➁神宮外苑地区は、豊富なみどりや歴史・文化的な価値のある聖徳記

念絵画館などがある地域となっています。みどりの豊富さに対し、各施

設には塀やフェンスが設けられているため、散策したり佇むなど立ち入

ることのできる空間が乏しいです。また、大規模な施設等の整備が進む

なか、景観の変化への対応や都市の風致の維持が懸念されます。」赤字

部分修正。

22
P52　写真が何を意味するのか分からないので、差し替

えること。

P52の⑥や⑦に課題として挙げているよう

に、信濃町駅は神宮外苑地区の玄関口です

が、歩行者動線や駅周辺の賑わいの不足が課

題です。そのため、その課題を示すための写

真として掲載しています。その意図が伝わる

よう、写真のキャプションを修正します。

P52

写真のキャプションを「信濃町駅前交差点周辺の歩行環境」に修正。

エリア戦略全体を通して、「２　まちづくりの歩み」の下の写真は、まちづくりの歩みの内容に合わせ、例えば、新た

に市街地再開発事業により整備された施設や都市計画道路の工事中の様子などの写真を使用しています。
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P53　現状・課題図

　【神宮外苑地区】の吹き出しの●を聖徳記念絵画館ま

えの芝生広場に移動すべき。

「②　歴史的文化的景観の維持・継承と、みどりに親し

める空間の不足

　③　ヒートアイランド現象への対応のための樹林地の

保全

　④　広域避難地としての安全性と空間の確保」に修正

すること。

24

P54　➀神宮外苑地区の整備

「ｂ.神宮外苑の創建の志を継承し、歴史的みどりを保全

し、これからの百年をめざす「森に囲まれたスポーツク

ラスター」の整備を促進します。」を追加すること。

頂いたご意見の趣旨を踏まえ、「a.」を修正

します。

P54

「a.豊かなみどりに囲まれたスポーツクラスターとして、老朽化したス

ポーツ施設等の段階的な整備を促進します。」赤字部分を追記。

25 P54　武蔵境駅の写真は、差し替えること。

こちらの写真については、同ページにある

「➁　c.駅前の顔づくりをはじめとした駅周

辺に風格のある都市空間の形成を図りま

す。」に対応した部分であり、信濃町駅周辺

の顔づくりの参考となる事例として掲載して

います。その意図が伝わるよう、写真のキャ

プションを修正します。

P54

写真のキャプションを「緑化や広場空間の創出等による顔づくりの参考

事例（武蔵野市武蔵境駅）」に赤字部分を追記。

26
P55「①地域の自然・歴史・文化を活かした景観形成」

赤字部分を追加すること。
頂いたご意見を踏まえ修正します。

P55

「①地域の自然・歴史・文化を活かした景観形成」赤字部分を追記。

27

P55「ｇ. 聖徳記念絵画館と芝生広場、これを取り囲む

森、そしてイチョウ並木の軸線は、近代を象徴する文化

的景観であり、これを損なうことなく、次世代に継承し

ていきます。」に修正すること。

頂いたご意見の趣旨を踏まえ、修正します。

P55

「g.地域の自然・歴史・文化を踏まえ、いちょう並木から聖徳記念絵画

館を臨む眺望景観を保全し、みどり豊かな風格ある景観を創出しま

す。」に修正。

28

P56　戦略図の神宮外苑地区の表示が違っている。前段

の現状と課題にあわせて、新国立、絵画館前を包含する

こと。

P56の戦略図には、神宮外苑地区は表示していません。

現状・課題図に記載している丸数字と文章は、その前のページにある「３　主な課題」と対応しています。
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P56　戦略図

箱の中の施策が異なる。スポーツ施設の整備は、新宿区

が実施するものではない。新宿区は、環境維持（風致地

区条例）、ヒートアイランド、歴史文化の維持、広域避

難地、みどりに親しむ場などに責務があるので、そこに

焦点をしぼるべきである。

「a. 歴史的文化的景観の保全・継承と、みどりに親しめ

る空間の整備

　b.ヒートアイランド現象緩和に向けた樹林地の保全と

緑化の推進

　c.広域避難地としての安全性と空間の確保

　d.歩行者ネットワークの整備

　e.防犯に配慮した空間の創出

　f.道路や街路灯の改修時には、環境に配慮した素材や製

品の導入」赤字部分を修正すること。

戦略図に記載しているアルファベットと文章は、その前のページにある「４　戦略」と対応しています。
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